
南あわじ市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（案） 【概要】

【趣旨】

　

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、 平成２４年８月に子ども・子育
て関連３法 （子ども・子育て支援法、 認定こども国法一部改正法、 関係法律の整備法） が成立しました。

　

この法律に基づき、 平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」 がスタートする予定となつてい
ます。
新制度では、 子どもの教育・保育の総合的な提供や、 待機児童対策の推進、 地域での子育て支援の充実

を図ることになっており、 新たに施設や事業の設備及び運営に関する基準については、 国の定める基準を
踏まえ、 自治体ごとに条例で定めることとなりました。

【内容】

新制度においては、 施設・事業者からの申請に基づき、 市町村が給付の対象となることを確言忍し、 給付
費を支払います。
教育・保育施設、 地域型保育事業者は、 ①学校教育法、 児童福祉法等に基づく認可基準、 ②子ども・子

育て支援法に基づく運営に関する基準（市町村が条例で定める基準） を満たすことが必要になります。
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【国の検討状況等を参考に作成した国の基準 （案） とそれに対する市の方針 （案）】

○ 「従うべき基準」 と「参酌すべき基準」

従うべき基準
（※従う）

条例の内容を直接的に拘束する、 国基準に必ず適合しなければならなし、基準。
当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるもの
の、 異なる内容を定めることは許されない。

参酌すべき基準

　

（※参酌）
地方自治体が十分参酌した結果であれば、 地域の実情に応じて、 異なる内容を

定めることが許容されるもの。

Ｎｏ．１

　

事項

　

１

　　　　

国の基準（案）

　　　

１繁 雑１市の方鎖案）

特定教育・保育施設の運営に関する基準

ィ
十 利用定員

・保育所、 認定こども園の未
・認定区分（イ号～３号） ご
弓認定は「歳未満、１歳以上

」用定員は２０人以上。
とに利用定員を定める（３
こ区分する）。

従う 国の基準どおり

２ 説明及び同意

・利用申込者に、 運営規定の概要、
．職員体制等の重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、 特定教育・
保育の提供の開始につし、て利用者の同意を得なければ
ならない。

従う 国の基準どおり

３

正当な理由のない
提供拒否の禁止等

・支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、
正当な理由がなければ拒んではならない。

従う

国の基準どおり

（定員を超える申
込みがあった場合
の選考）
※幼稚園又は認定
こども園 （「号認
定）

・抽選、 申込みを受けた順序、 当該特定教育・保育施
設の設置者の教育・保育に関する理念、 基本方針等に
基づく選考、 その他公正な方法により選考しなければ
ならない。

※保育所又は認定
こども園 （２号、
３号認定）

・保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、 保育
を受ける必要性が高い子どもが優先的に利用できるよ
う選考する。

（提供が困難な場
台の措置）

・特定教育・保育施設は、 教育・保育を提供すること
が困難な場合は、 適切な特定教育・保育施設又は特定
地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を講じるも
のとする。

参酌



２

Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

４
あっせん、 調整、
要請に対する協力

・特定教育・保育施設（保育所又は認定こども園） の
利用について市町村が行うあっせん、 調整、 要請に対
し、 できる限り協力しなければならない。

従う 国の基準どおり

５ 支給認定の確認
・特定教育・保育施設は、 特定教育・保育の提供を求
められた場合は、 支給認定証により支給認定の有無、
有効期間等を確かめること。

参酌 国の基準どおり

６ 支給認定の申請の
援助

・特定教育・保育施設は、 支給認定を受けていない保
護者から申込みがあった場合は、 当該申請が行われる
よう必要な援助を行うこと。

参酌 国の基準どおり

‐７
子どもの心身の状
況等の把握

・特定教育・保育施設は、 子どもの心^身の状況、 置か
れている環境等の把握に努めること。

参酌 国の基準どおり

８
小学校又はほかの
特定教育・保育施
設等との連携

・特定教育・保育の提供の終了に際して、 小学校にお
ける教育又はほかの特定教育・保育施設等で提供され
る教育・保育との円滑な接続に資するよう、 密接な連
携に努めなければならない。

参酌 国の基準どおり

９
特定教育・保育の
提供の記録

・特定教育・保育施設は、 特定教育・保育の提供にあ
たり、 提供日及び内容その他必要な事項を記録しなけ
ればならない。

参酌 国の基準どおり

１０

利用者負担額の受
領

・特定教育・保育施設は、 特定教育・保育を提供した
際は、 支給認定保護者から当該特定教育・保育に係る
利用者負担額の支払いを受けるものとする。

従う 国の基準どおり

（上乗せ徴収）

・特定教育・保育の提供にあたって、 当該教育・保育
の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対
価について、 当該特定教育・保育に要する費用として
見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との
差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払いを
支給認定保護者から受けることができる。

（実費徴収）

・特定教育・保育において提供される便宜に要する費
用のうち、 次に掲げる費用の額の支払いを支給認定保
護者から受けることができる。
①日用品、 文房具等の購入に要する費用
②特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
③食事の提供に要する費用
④特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要
する費用
⑤特定教育・保育の利用において通常必要とされるも
のに係る費用であって、 支給認定保護者に負担させる
ことが適当と認められるもの

（上乗せ徴収、 実
費徴収に係る支払
いの同意）

・上乗せ徴収、 実費徴収の金銭の支払いを求める際に
は、 あらかじめ金銭の支払いを求める理由について、
保護者に説明を行い、 同意を得ることとする。



Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

１１ 特定教育・保育の
適切な提供

・次に掲げる施設の区分に応じて、 それぞれ定めるも
のに基づき、 子どもの心身の状況等に応じて、 特定教
育・保育の提供を適切に行わなければならない。
①幼保連携型認定こども園：幼保連携型認定こども園
保育要領
②認定こども園 （①を除く） ：③及び④に掲げる事項
③幼稚園：幼稚園教育要領
④保育所：保育所保育指針

従う 国の基準どおり

１２ 特定教育・保育の
評価

・提供する特定教育・保育の質の評価を行い、 常にそ
の改善を図らなければならない。
・定期的に保護者その他の関係者による評価又は外部
の者による評価を受けて、 結果を公表し、 改善を図る
よう努めなければならない。

参酌 国の基準どおり

１３ 相談及び助言等

・常に支給認定こどもの心身の状況、 その置かれてい
る環境等の適格な把握に努め、 子ども又は保護者に対
し、 その相談に適切に応じるとともに、 必要な助言等
を行わなければならない。

参酌 国の基準どおり

「４ 緊急な場合等の対
応

・職員は特定教育・保育の提供を行っているときに子
どもの体調に急変が生じた場合等には、 速やかに当該
子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要
な措置を講じなければならない。

参酌 国の基準どおり

１５ 利用者に関する市
町村への通知

・支給認定こどもの保護者が虚偽・不正行為によって
教育・保育の提供を受けている又は受けようとしてい
ることを把握した場合、 市町村に対して通知をするこ
とを求める。

参酌 国の基準どおり

１６ 運営規定

・特定教育・保育施設は、 次に掲げる施設の運営につ
いての重要事項に関する規定を定めておかなければな
らない。
①施設の目的及び運営の方針
②提供する特定教育・保育の内容
③職員の職種、 員数及び職務の内容
④特定教育・保育の提供を行う日及び時間、 提供を行
わない日
⑤支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費
用の種類、 支払いを求める理由及びその額
⑥認定区分ごとの利用定員
⑦特定教育・保育施設の利用の開始、 終了に関する事
項及び利用にあたっての留意事項
⑧緊急時等における対応方法
⑨非常災害対策
⑩虐待の防止のための措置に関する事項
⑪その他重要事項

参酌 国の基準どおり

１７ 職員の勤務体制等

・特定教育・保育施設は、 職員の勤務体制を定めてお
かなくてはならない。
・職員の資質の向上のために、 その研修の機会を確保
しなければならない。

参酌 国の基準どおり

１８ 利用定員の遵守
・利用定員を超えて特定教育・保育施設の提供を行っ
てはならない。 ただし、 所定のやむを得ない事情があ
る場合はこの限りではない。

参酌 国の基準どおり

イ９ 重要事項の掲示

・特定教育・保育施設は、 当該特定教育・保育施設の
見やすい場所に運営規定の概要、 職員の勤務体制、 利
用者負担その他の利用申込の特定教育・保育施設の選
択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな
らない。

参酌 国の基準どおり

３



Ｎｏ． ．
事項 国の基準（案） 条例への

委任方法 市の方針（案）

２０
子どもの平等取扱
し、

・子どもの国籍、 心情、 社会的身分又は特定教育・保
育の提供に要する費用を負担するか否かによって、 差
別的取扱いをしてはならない。

従う 国の基準どおり

２１ 虐待等の禁止 ・職員は、 子どもに対し、 子どもの心１身に有害な影響
を与える行為をしてはならない。

従う 国の基準どおり

２２ 懲戒に係る権限の
濫用禁止

・特定教育・保育施設 （幼保連携型認定こども園及び
保育所に限る）の長たる管理者は、 懲戒に関しその子
どもの福祉のために必要な措置を探るときは、 身体的
苦痛を与え、 人格を辱める等権限を濫用してはならな
し、。

従う 国の基準どおり

２３ 秘密保持

・職員及び管理者は、 正当な理由なく、 その業務上知
り得た子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならな
し、。
．職員であった者が、 正当な理由なく、 その業務上知
り得た子ども又はその家族の秘密を漏らすことがなし、
よう必要な措置を講じなければならない。

従う 国の基準どおり

２４ 情報の提供
・提供する特定教育・保育の質の内容に関する情報の
提供を行うよう努めなければならない。

参酌 国の基準どおり

２５ 利益供与の禁止
・当該特定教育・保育施設を紹介することの対償とし
て、 金品その他の財産上の利益を供与してはならな
し、。

参酌 国の基準どおり

２６ 苦情対応

・提供した特定教育・保育に関する支給認定子どもの
家族からの苦情に迅速且つ適切に対応するために必要
な措置を講じなければならない。
・苦情を受け付けた場合には、 当該苦情の内容等を記
録しなければならない。
・提供した教育・保育に関し、 市町村が行う報告又は
当該市町村の職員からの質問等に応じ、 又は苦情に関
して市町村が行う調査に協力するとともに、 市町村か
ら指導又は助言を受けた場合は、 必要な改善を行うし
と。

参酌 国の基準どおり

２７
事故発生の防止、
発生時の対応

・事故の発生又はその再発を防止するため、 以下のよ
うな措置を講じなければならない。
①事故が発生した場合の対応、 報告の方法等が記載さ
れた事故発生の防止のための指針を整備すること
②事故が発生した場合、 それに至る危険性がある事態
が生じた場合に、 報告、 分析を通じた改善策を従業員
に周知徹底する体制を整備すること
③事故発生の防止のための委員会及び従業員に対する
研修を定期的に行うこと
・子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が
発生した場合は、 速やかに市町村、 子どもの家族に連
絡を行うとともに、 必要な措置を講じなければならな
し、。
・事故の状況及び事故に際して探った処置について記
録しなければならない。
・賠償すべき事故が発生した場合は、 速やかに行わな
ければならない。

従う 国の基準どおり



Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

２８ 会計の区分
・特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計
と区分しなければならない。

参酌 国の基準どおり

２９ 記録の整備
・職員、 設備及び会計に関する諸記録を整備しておか
なければならない。

従う 国の基準どおり

３０
特別利用保育の基
準

・特別利用保育を提供する際には、 都道府県等が定め
る児童福祉施設の設備及び運営の基準を遵守するこ
と。
・特別利用保育を提供する際には、 特別利用保育に係
る子ども（１号認定） と利用中の子ども（２号認定） の
総数が、 利用定員の数を超えないものとする。

従う 国の基準どおり

３１ 特別利用教育の基
準

・特別利用教育を提供する際には、 学校教育法第３条
に規定する学校の設備、 編成その他に関する設置基準
を遵守すること。
・特別利用教育を提供する際には、 特別利用教育に係
る子ども（２号認定） と、 利用中の子ども（１号認定）
の総数が、 利用定員の数を超えないこと。

従う 国の基準どおり

特定地域型保育事業の運営に関する基準

３２ 利用定員

・利用定員は以下のとおりとする。
①家庭的保育事業：１人以上５人以下
②小規模保育事業Ａ型及びＢ型：６人以上１９人以下
③′」・規模保育事業Ｃ型：６人以上１０人以下
④居宅訪問型保育事業：１人
・上記定員は、 事業所ごとに満「歳未満、 満１歳以上に
区分して利用定員を定めるものとする。

従う 国の基準どおり

３３ 説明及び同意

・利用申込者に、 運営規定の概要、 職員体制等の重要
事項を記した文書を交付して説明を行い、 特定地域型
保育の提供の開始について利用者の同意を得なければ
ならなし、。

従う 国の基準どおり

３４

正当な理由のない
提供拒否の禁止等

・特定地域型保育事業者は、 支給認定保護者からの利
用の申込みを受けたときは、 正当な理由がなければ、
これを拒んではならない。

従う

国の基準どおり
（定員を超える申
込みがあった場合
の選考）

・保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、 保育
を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的に
利用できるよう選考するものとする。

（提供が困難な湯
合の措置）

・特定地域型保育事業者は、 自ら適切な教育・保育を
提供することが困難である場合は、 連携施設その他の
適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を
紹介する等の適切な措置を講じるものとする

参酌

にリ



Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

３５
あっせん、 調整、
要請に対する協力

・特定地域型保育事業の利用について、 市町村が行う
あっせん、 調整、 要請に対し、 できる限り協力しなけ
ればならない。

従う 国の基準どおり

３６
子どもの心身の状
況等の把握

・特定地域型保育事業者は、 子どもの心身の状況、 置
かれている環境等の把握に努めることとする。

参酌 国の基準どおり

３７ 特定教育・保育施
設等との連携

特定地域型保育事業者（居宅訪問型事業を行うものを
除＜） は、 連携協力を行う特定教育・保育施設を適切
に確保しなければならない。
・居宅訪問型事業を行うものは、 乳幼児に対する保育
を行う場合にあっては、 あらかじめ連携する障害児入
所支援施設その他の市町村の指定する施設を適切に確
保しなければならなし、。

従う

国の基準どおり

・特定地域型保育事業者は、 特定地域型保育の提供の
終了に際しては、 支給認定こどもに係る情報の提供そ
の他連携施設等との密接な連携に努めるものとする。

参酌

３８

利用者負担額の受
領

・特定地域型保育を提供した際は、 支給認定保護者か
ら当該特定地域型保育に係る利用者負担額の支払いを
受けるものとする。

従う 国の基準どおり

（上乗せ徴収）

・特定地域型保育の提供にあたって、 当該特定地域型
保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められ
る対価について、 当該特定地域型保育に要する費用と
して見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額
との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払
いを支給認定保護者から受けることができる。

（実費徴収）

・特定地域型保育において提供される便宜に要する費
用のうち、 次に掲げる費用の額の支払いを支給認定保
護者から受けることができる。
①日用品、 文房具等の購入に要する費用
②特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
⑧特定地域型保育事業を行う事業所に通う際に提供さ
れる便宜に要する費用
④特定地域型保育の利用において通常必要とされるも
のに係る費用であって、 支給認定保護者に負担させる
ことが適当と認められるもの

（上乗せ徴収、 実
費徴収に係る支払
いの同意）

・上乗せ徴収、 実費徴収の金銭の支払いを求める際に
は、 あらかじめ金銭の支払いを求める理由について、
保護者に説明を行い、 同意を得ることとする。

３９ 特定地域型保育の
適切な提供

・特定地域型保育事業者は、 保育所保育指針に準じ、
それぞれの事業の特性に留意し、 特定地域型保育の提
供を適切に行わなければならない。

従う 国の基準どおり

４０ 特定地域型保育の
評価

・提供する特定地域型保育の質の評価を行うととも
に、 定期的に外部の者による評価を受けて、 結果を公
表し、 改善を図るよう努めなければならない。

参酌 国の基準どおり

ＲＵ



Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

４１ 運営規定

・特定地域型保育事業者は、 次に掲げる施設の運営に
ついての重要事項に関する規定を定めておかなければ
ならない。
①事業の目的及び運営の方針
②提供する特定地域型保育の内容
③職員の職種、 員数及び職務の内容
④特定地域型保育の提供を行う日及び時間、 提供を行
わない日
⑤支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費
用の種類、 支払いを求める理由及びその額
⑥利用定員
⑦特定地域型保育事業の利用の開始、 終了に関する事
項及び利用にあたっての留意事項
⑧緊急時等における対応方法
⑨非常災害対策
⑩虐待の防止のための措置に関する事項
⑪その他重要事項

参酌 国の基準どおり

４２ 職員の勤務体制等

・特定地域型保育事業者は、 特定地域型保育の提供に
あたり、 事業者ごとに職員の勤務体制を定めておかな
くてはならない。
・職員の資質の向上のために、 その研修の機会を確保
しなければならない。

参酌 国の基準どおり

４３ 利用定員の遵守 ・やむを得ない事情がある場合を除き、 利用定員を超
えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。

参酌 国の基準どおり

４４ 記録の整備 ・職員、 設備及び会計に関する諸記録を整備しておか
なければならない。

参酌 国の基準どおり

４５ 準用
・Ｎｏ．５，６，８，９，１３，「４，「５，１９，２０，２１，２２，２３，２４，２５，
２６，２７，２８の規定は特定地域型保育事業について準用
する。

国の基準どおり

４６ 特別利用地域型保
育の基準

・特定地域型保育事業者が１号認定こどもに対し、 特
別利用地域型保育を提供する場合には、 地域型保育事
業の認可基準を遵守すること。
・特別利用地域型保育を提供する場合には、 当該特別
利用地域型保育に係る子ども（１号認定） と利用中の
子ども（３号認定） の総数が、 利用定員の数を超えな
し、ものとする。

従う 国の基準どおり

４７ 特定利用地域型保
育の基準

・特定地域型保育事業者が２雪認定こどもに対し、 特
定利用地域型保育を提供する場合には、 地域型保育事
業の認可基準を遵守しなければならない。
・特定利用地域型保育を提供する場合には、 当該特定
利用地域型保育に係る子ども（２号認定） と利用中の
子ども（３号認定） の総数が、 利用定員の数を超えな
いものとする。

従う 国の基準どおり

特例・経過措置

４８ 特定保育所の特例

・特定保育所については、 特定教育・保育の質の向上
を図る上で特に必要であると認められる対価につい
て、 受け取りの際に市町村の同意を得ることを要件と
する。
・特定保育所は市町村から保育所における保育を行う
ことの委託を受けたときは、 正当な理由がない限り、
これを拒んではならない。

従う 国の基準どおり

７′



Ｎｏ． 事項 国の基準（案） 条例への
委任方法 市の方針（案）

４９
小規模保育事業の
利用定員に関する
経過措置

・小規模保育事業Ｃ型にあっては、 この条例の施行の
日から起算して５年を経過するまでの間の利用定員は６
人以上１５以下とする

従う 国の基準どおり

５０ 連携施設に関する
経過措置

・特定地域型保育事業者は、 市町村が認める場合は、
この条例の施行の日から５年を経過するまでの間、 連
携施設を確保しないことができる。

従う 国の基準どおり

ＲＵ



用 語

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

用 語の意味

支給認定

保護者の申請に基づ＜、 就学前子どもの区分についての認定

※１号認定：教育標準時間認定 （主に認定こども園、 幼稚園を利用）
２号認定：満３歳以上保育認定（主に認定こども園、 保育所を利用）
３号認定：満３歳未満保育認定（主に認定こども園、 保育所、 地域型保育事業を

　　　　　

利用）

教育・保育施設 認定こども園、 幼稚園、 保育所

特定教育・保育施設 市が、 施設型給付費の対象と確認する教育・保育施設

特定教育・保育

特定教育・保育施設で受ける教育・保育で以下のとおり
※１号認定：認定こども園において受ける教育・保育又は幼稚園において受ける教

　　

育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
２号認定：認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保

　　

育

３号認定：認定こども園又は保育所において受ける保育

地域型保育 家庭的保育、 小規模保育、 居宅訪問型保育及び事業所内保育

特定地域型保育事業者 市が、 地域型保育給付費の対象と確認する地域型保育事業者

特定地域型保育 特定地域型保育事業者から受ける地域型保育

特別利用保育 １号認定こどもに対して提供される保育（地域型保育を除く）

特別利用教育 ２号認定こどもに対して提供される教育（特定教育・保育を除く）

特別利用地域型保育 １号認定こ．どもに対して提供される地域型保育

特定利用地域型保育 ２号認定こどもに対して提供される地域型保育

特定保育所 特定教育・保育施設のうち、 都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所

【根拠法令】

※子ども・子育て支援法第３４条第２項、 第４６条第２頂
・特定教育・保育施設の設置者は、 市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従
い、 特定教育・保育（特定教育・保育施設が特別利用保育又は特別利用教育を行う場合にあっては、 特別
利用保育又は特別利用教育を含む。） を提供しなければならない。
・特定地域型保育事業者は、 市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、 特定
地域型保育を提供しなければならない。

※特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 （平成２６年内閣府令第３９号）


